
○
総
務
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
元
年
総
務
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号
（
無
線
設
備
が
法
第
四
条
の
二
第
二
項
の
法
第
三
章
に
定
め
る

技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
事
実
の
確
認
方
法
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
二
年
八
月
六
日 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

 

    
 

 
 

 

        

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
無
線
設
備
が
相
当
技
術
基
準
（
法
第
四
条
の
二
第
二
項
の
法
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基

準
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
技
術
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
事
実
の
確
認
方
法
は
、
次
の

い
ず
れ
か
の
措
置
と
す
る
。
た
だ
し
、
確
認
を
行
う
相
当
技
術
基
準
が
法
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
二
の
措
置
に
限
る
。 

［
同
上
］ 

一 

無
線
設
備
が
、
相
当
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
及
び
当
該
相
当
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に

適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
当
該
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書

及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
示
に
よ
り
確
認
し
、
無
線
局
免
許
手
続

規
則
第
三
十
一
条
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。 

一 

無
線
設
備
が
、
相
当
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
及
び
当
該
相
当
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に

適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
当
該
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書

及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
表
示
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と 

イ 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
令
の
う
ち
、
連
邦
通
信
委
員
会
規
則
（
連
邦
規
則
集
第
四
十
七
編
）
の
規
定
に
よ

る
無
線
設
備
の
表
示
に
お
い
て
「F

C
C
 
I
D
:

」
の
文
字
列
及
び
当
該
文
字
列
に
続
く
固
有
の
番
号 

［
新
設
］ 

ロ 

無
線
設
備
に
イ
の
表
示
が
な
い
と
き
は
、
確
認
に
要
し
た
無
線
設
備
の
表
示
の
通
称
（
当
該
表
示
に
係
る

固
有
の
番
号
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
番
号
を
含
む
。
） 

 

二 

無
線
設
備
が
、
相
当
技
術
基
準
及
び
法
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
を
イ
に
掲
げ
る
資

格
を
有
す
る
無
線
従
事
者
が
確
認
し
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
三
十
一
条
の
届
出
書
に
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
す
る
こ
と
。 

 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

二 

無
線
設
備
が
、
相
当
技
術
基
準
及
び
法
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
を
イ
に
掲
げ
る
資

格
を
有
す
る
無
線
従
事
者
が
確
認
し
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
三
十
一
条
の
届
出
書
に
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
す
る
こ
と 

 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

附 

則 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


